
条例制定の趣旨

•県民が将来にわたって山の恵みを享受し、豊かな生活を営み、伝統的な産業や文化、自然環境を継承
することができるよう、社会全体で山の保全が推進されなければならない。

•佐賀の豊かな「山」を未来につなぐためには、山で暮らす人のみならず、平野部等に住む県民一人一
人が森・川・海のつながりと管理の重要性を理解し、県、事業者、土地所有者等の適切な役割分担と
協働の下、それらの積極的な取組により推進されなければならない。

基本理念

【熊本県】
・森林の多面的機能を維持するため、市町村、
県民、土地所有者等と連携協力を図り、森林
の保全に関する施策を推進する。

【県民】
・森林の保全に対する理解を深め、県及び市
町村が実施する森林の保全に関する施策への
協力に努める。

【土地所有者等】
・森林が多面的機能を有することを深く認識
し、県及び市町村が実施する森林の保全に関
する施策の協力に努める。

②届出受理、内容確認
•届出内容確認
•必要に応じて、報告徴収、立入調査等

●届出内容確認

県（本庁）

①届出

④森林の保全
を図るために
必要な事項の

助言

●勧告：届出における虚偽事項の訂正等
●公表：勧告に従わなかったとき、氏名や勧告の内容等を公表

勧告・公表

②森林の所有権等移転等に関する事前届出制度の導入

熊本県豊かな森林の保全に関する条例の概要【取扱注意】

●受付窓口
• 届出内容確認
（形式チェック）
• 必要に応じて意見を
添付

市町村

③通知

【市町村】
・県は、市町村が実施する森林の保全
に関する施策に連携協力し、森林の
保全に関して必要な協力を求める。

【国】
・県は、国と連携協力し森林保全の施
策を推進し、 森林の保全に関して国
に対して必要な措置を講ずるよう求
める。

•条例は令和８年３月２５日から施行
•森林の所有権等移転等に関する事前届出が必要となるのは、公布の日から６月を超えない
範囲内において別に定める日から施行

施 行 （附則）

（契約を締結し
ようとする30
日前まで）

本県の豊かな森林を将来にわたり保全し次世代へ継承するため、次の取組を通じ、森林の
有する多面的機能を維持・増進を図る。
① 県、県民及び土地所有者等の責務の明らかにするとともに、県と市町村、国との連携協
力を推進

② 森林の取引を事前に把握し、森林の保全を図るために必要な事項について助言を行う仕
組み（事前届出制度）の導入

目 的

（第1条）

〇 森林保全の意識醸成に向けた責務の明確化
県、県民、土地所有者等の森林保全の意識を高め、その責務を明確化することにより、森
林が有する水源涵養や土砂災害防止などの多面的機能を将来にわたり持続的に発揮させる。
〇 土地所有権等の移転等に関する事前届出制度の導入
森林の取引を事前に把握し、森林の保全を図るために必要な事項（森林に関する規制等）
について助言する仕組みを創設することにより、不適切な森林開発等の防止を図る。

①責務の明確化と連携推進

契約を締結
しようとする
30日前まで

必要に応じて意見を求める

●対象
•土地の権利移転等
•森林法第５条で規定される森林
●届出事項
•氏名、住所(売主等・買主等)
•土地の所在、面積
•権利の種別、内容
•移転等後の利用目的
•契約締結予定日

⑤助言内容の伝達（売主等から買主等へ）

土地所有者等

森林は、国土保全や水源かん養など多面的機能を有し県民に恩恵をもたらしている一方で、
森林の土地所有者等の認識不足による不適切な森林の伐採や開発の懸念があり、これらを未
然に防ぐ新たな仕組みが必要。

背 景
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